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各都道府県知事・政令市長 殿

環境省廃棄物・リサイクル対策部長

変圧器等重電機器から微量のＰＣＢが検出された事案について

廃棄物行政の推進については、日頃、ご尽力いただき感謝申し上げます。

今般、環境省は、平成１４年７月９日、経済産業省より、重電メーカー６社の製造した

変圧器の一部について、微量ＰＣＢの混入の可能性を完全には否定できない等の情報提供

を受けました。

これを受け、環境省では、本日付けで、日本電機工業会等に対し、ＰＣＢ特措法第１５

条に基づき、原因究明等の調査及び変圧器等のユーザーへの情報提供等について要請する

とともに、今後、経済産業省とも連携して情報提供等に努めることとしたところです。経

済産業省からの情報提供の内容は、別添１のとおりであり、当省が日本電機工業会等に対

、 。 、 、し要請した内容は 別添２のとおりです また 経済産業省原子力安全・保安院において

微量のＰＣＢが混入している可能性を否定できない電気機械器具に係る電気事業法の取扱

いについて、別添３のとおり決定し、各経済産業局等へ通知しているところです。

環境省では、これらを踏まえ、微量のＰＣＢの混入の可能性を完全には否定できないと

される変圧器等が廃棄物となった場合等の廃棄物処理法及びＰＣＢ特別措置法の取扱いに

ついては、下記によることとします。

貴職におかれましては、本件に係る情報及び本件に係る変圧器等が廃棄物となった場合

の取扱いについて、関係事業者及び産業廃棄物処理業者に対する周知、指導方よろしくお

願いします。

記

１． 変圧器等の重電機器を使用している事業者にあっては、変圧器等の重電機器の使

用を終え、廃棄しようとする場合には、重電機器メーカー及び日本電機工業会から

提供される変圧器等の重電機器へのＰＣＢ混入の可能性に関する情報に注意すると

ともに、必要に応じて、当該廃重電機器のメーカーに対して、ＰＣＢ混入の可能性

の有無について確認することとされたいこと。

２． 廃棄しようとする変圧器等の重電機器についてＰＣＢの混入が確認された場合に



は、事業者にあっては、廃棄物処理法第１２条に基づき、ＰＣＢ廃棄物として適正

に保管等の処理、当該事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなら

ないほか、ＰＣＢ特別措置法第８条に基づき都道府県知事又は保健所設置市長に対

して保管等の届出をしなければならないものであること。

３． 重電機器メーカーからの情報により、微量のＰＣＢの混入の可能性を完全には否

定できないとされる変圧器等の重電機器を廃棄しようとする場合には、事業者にあ

っては、ＰＣＢが含有しないことが確認されるまでの間は、当該廃重電機器をＰＣ

Ｂ廃棄物と同様に適正に保管することとされたいこと。ＰＣＢ含有の確認について

は、当該廃重電機器のメーカーに対して問い合わせることが考えられること。




